
 

 

≪記載例１≫ 納税者が転勤し、特別徴収を継続する場合 

 

  

給与所得者異動届出書の記載例 

３．普通徴収の場合

年12月31日までで、一括徴収の申出があったため
月分(翌月10日納入期限分)で

２．異動が令和 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

理
　
由

１． 異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 令和 年５月３１日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３． 死亡による退職であるため

納入します。

納入書の要否
（新規の場合のみ

記載）

１.必要　２.不要 

２．一括徴収の場合 　左記の一括徴収した税額は、

理
　
由

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）１．異動が令和

××－××××

内線 （ △△ ）

月 日 円

11 月分（翌月10日納入期限分）から

札幌市北区北２４条西６丁目
 徴収し、納入するよう連絡済みです。

氏
　

名
例田　春子サッポロウンユ

受給者番号 123-45

札幌運輸（株）

8 9 0 1 2

所　在　地

〒 001-0024
担

当

者

連

絡

先

所
　

属
総務係

フリガナ

氏名又は名称 電
　

話

( 本 人 納 付 )
異動後の

住 所
12,000 5,000 7,000 25

１．特別徴収継続の場合

特

別

徴

収

義

務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号
1111 新規 法 人 番 号 3 4 5 6 3 4 5 新しい勤務先へは、月割額 1,000 円を7

1 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日

現在の住所
芽室町東１条２丁目３番地 10 月まで 5 月まで

10

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支払少額・不定期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

6 月から 11 月から 令和4 年 2

月

日円 円 円

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日生年月日 平成2 年 1 月 1 日 特別徴収税額

（年税額）
8 9 0 1 2

未徴収税額
（ア）－（イ）

税 額 の 徴 収 方法

個人番号 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ メムロ　タロウ

異　動　の　事　由

氏　名 芽室　太郎 （ア） （イ） （ウ）

徴収済額

受給者番号 11（不明な場合は空欄可）

7

事由・理由札幌市中央区北１条西１丁目

（１月１日の住所と同じ場合は省略可）

令和 4 年 11 月 10

1234
芽室町西５条１丁目

芽室町長　様 宛 名 番 号 1（不明な場合は空欄可）
フリガナ メムロウンユ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 庶務

日提出

電 話
○○－○○○○個人番号

又は法人番号
2 3 4 5

給与支払報告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　２．新年度　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 082-0035 特別徴収義務者

指　定　番　号

6 7

氏名又は名称 メムロ運輸（株） 氏 名 例野　一郎

4
←個人番号の記載に当たっ

ては、左端を空欄とし右詰

めで記載 内線 （ △△ ）
8 9

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）



 

（１月１日の住所と同じ場合は省略可）

２． 令和 年５月３１日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３． 死亡による退職であるため

円

３．普通徴収の場合

理
　
由

1 １． 異動が令和 4 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

月分(翌月10日納入期限分)で

２．異動が令和 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

納入します。
月 日

２．一括徴収の場合 　左記の一括徴収した税額は、

理
　
由

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）１．異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

フリガナ

氏名又は名称 電
　

話 内線 （ ）

 徴収し、納入するよう連絡済みです。
氏

　

名 受給者番号

納入書の要否
（新規の場合のみ

記載）

１.必要　２.不要 

月分（翌月10日納入期限分）から

( 本 人 納 付 )
異動後の

住 所
9,600 3,200 6,400 30

１．特別徴収継続の場合

特

別

徴

収

義

務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号
新規 法 人 番 号 新しい勤務先へは、月割額 円を

3 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日

現在の住所

芽室町東２条３丁目４番地
○○マンション　△号室

9 月まで 5 月まで
9

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支払少額・不定期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

6 月から 10 月から 令和4 年 1

月

日円 円 円

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日生年月日 昭和63 年 2 月 2 日 特別徴収税額

（年税額）
9 0 1 2 3

未徴収税額
（ア）－（イ）

税 額 の 徴 収 方法

個人番号 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ カワニシ　モモコ　　オビヒロ

異　動　の　事　由

氏　名 川西　桃子（旧姓：帯広） （ア） （イ） （ウ）

徴収済額

受給者番号 22（不明な場合は空欄可）

8

事由・理由

令和 4 年 10 月 7

2345
芽室町西１条３丁目１

芽室町長　様 宛 名 番 号 2（不明な場合は空欄可）
フリガナ アカイショウジ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 庶務

日提出

電 話
○○－○○○○個人番号

又は法人番号
4 5 6 7

給与支払報告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　２．新年度　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 082-0031 特別徴収義務者

指　定　番　号

8 9

氏名又は名称 赤井商事（株） 氏 名 例野　二郎

6
←個人番号の記載に当たっ

ては、左端を空欄とし右詰

めで記載 内線 （ △△ ）
0 1

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）
右から

番号を

記入

≪記載例２≫ 納税者が退職し、残りの税額を普通徴収（個人で納入する）に切替える場合 ※婚姻により氏変更 

 

  



 

≪記載例３≫ 一括徴収した場合（令和４年６月１日～１２月３１日までの退職） 

 

  
令和４年１０月２５日退職  年税額１２，０００円  １０月までの徴収済税額５，０００円  

令和４年１０月２５日申出  １１月以降の分７，０００円を１０月に支払われる給与から一括徴収する。 

 

２． 令和 年５月３１日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３． 死亡による退職であるため

7,000 円

３．普通徴収の場合

理
　
由

１． 異動が令和 4 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．一括徴収の場合 　左記の一括徴収した税額は、

理
　
由

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）1 １．異動が令和 4 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため 10 月分(翌月10日納入期限分)で

２．異動が令和 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

納入します。10 月 20 日

フリガナ
受給者番号

氏名又は名称 電
　

話

納入書の要否
（新規の場合のみ

記載）

１.必要　２.不要 
内線 （ ）

円を

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

月分（翌月10日納入期限分）から

新しい勤務先へは、月割額

 徴収し、納入するよう連絡済みです。

１．特別徴収継続の場合

特

別

徴

収

義

務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者

指　定　番　号
新規 法 人 番 号

日円 円 円 事由・理由
異動後の

住 所

（１月１日の住所と同じ場合は省略可）
12,000 5,000 7,000 25

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

氏
　

名

6 月から 11 月から 令和4 年 1

月

( 本 人 納 付 )

受給者番号 33（不明な場合は空欄可）

未徴収税額
（ア）－（イ）

税 額 の 徴 収 方法

個人番号 3 4 5 6 7 8 9

2 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日

現在の住所
芽室町西１条南２丁目１ 10 月まで 5 月まで

10

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支払少額・不定期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日生年月日 昭和59 年 3 月 3 日 特別徴収税額

（年税額）
0 1 2 3 4

5 6

オトフケ　キンタロウ

異　動　の　事　由

氏　名 音更　金太郎 （ア） （イ） （ウ）

徴収済額

7
←個人番号の記載に当たっ

ては、左端を空欄とし右詰

めで記載

令和 4 年 11 月 1

3456
芽室町東１条南１丁目１

芽室町長　様 宛 名 番 号 3（不明な場合は空欄可）
フリガナ ホッカイドウショウジ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 庶務

日提出

電 話
○○－○○○○個人番号

又は法人番号
5 6 7 8

給与支払報告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　２．新年度　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 082-0051 特別徴収義務者

指　定　番　号

9 0

氏名又は名称 北海道商事（株） 氏 名 例野　三郎

内線 （ △△ ）
1 2 3 4

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）
右から

番号を

記入



 

≪記載例４≫ 一括徴収した場合（令和５年１月１日～４月３０日までの退職） 

 

 

 

 

令和５年１月２４日退職   年税額３６，０００円  １月までの徴収済税額２４，０００円  

令和５年２月以降の分１２，０００円は２月に支払われる退職金から一括徴収する。 

）

帯広市西５条南８丁目１

（１月１日の住所と同じ場合は省略可）

給与支払報告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　２．新年度　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 089-0611 特別徴収義務者

指　定　番　号

月 9 日提出

4567
幕別町新町１－２－３

芽室町長　様 宛 名 番 号 4（不明な場合は空欄可）
フリガナ マクベツコウツウ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 庶務

令和 5 年

7 8

氏名又は名称 幕別交通（株） 氏 名 例野　四郎

電 話
○○－○○○○個人番号

又は法人番号
1 2

1

生年月日 平成５ 年 4 月

内線 （ △△ ）

フリガナ シミズ　カグヤ

異　動　の　事　由

氏　名 清水　かぐや

9 0 1 2 3
←個人番号の記載に当たっ

ては、左端を空欄とし右詰

めで記載

3 4 5 6

4 日 特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額
（ア）－（イ）

税 額 の 徴 収 方法

6

（ア） （イ） （ウ） 異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日

0 1 2 3 4 5個人番号 5 6 7 8 9

5 月まで

受給者番号 44（不明な場合は空欄可） １．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支払少額・不定期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

6 月から 2 月から 令和5 年

円 円 事由・理由 ( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合

1 月

異動後の

住 所
36,000 24,000 12,000 24 日円

給
　
与
　
所
　
得
　
者

1 2 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日

現在の住所

芽室町西１条２丁目３
△△ハイツ　○○号室

1 月まで

円を

所　在　地
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

月分（翌月10日納入期限分）から

特別徴収義務者

指　定　番　号

納入書の要否
（新規の場合のみ

記載）内線 （
１.必要　２.不要 

２．一括徴収の場合 　左記の一括徴収した税額は、

 徴収し、納入するよう連絡済みです。
氏

　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話

特

別

徴

収

義

務
者

新
し
い
勤
務
先

新規 法 人 番 号

〒

新しい勤務先へは、月割額

理
　
由

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）2 １．異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

日 12,000 円

2 月分(翌月10日納入期限分)で

２．異動が令和 5 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

納入します。2 月 15

年５月３１日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３． 死亡による退職であるため

３．普通徴収の場合

理
　
由

１． 異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２． 令和

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）


